
久留米大学・商学部・教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３７１０４

基盤研究(C)（一般）

2018～2015

自由市場および規制市場における会計士監査の意義と機能に関する統合的研究

Study on the Role of Audit in Free and Regulated Market

２０３３６０６９研究者番号：

異島　須賀子（Ijima, Sugako）

研究期間：

１５Ｋ０３８０８

年 月 日現在  元   ６ １３

円     1,500,000

研究成果の概要（和文）：本研究では、（1）法規制等で強制されなくても企業の利害関係者（とくに株主と経
営者）により会計士監査が要請されたという歴史的事実があること、（2）（1）のプロセスは新古典派経済学の
理論（エージェンシー理論およびゲーム理論）を用いて論証可能であること、（3）会計士監査に関する規制は
巨額の会計不正の発覚後に強化されるという歴史を繰り返していること、および（4）自由市場もしくは規制市
場のいずれの市場においても会計士監査がその意義と機能を効果的に発揮するには監査人の独立性が必要不可欠
であることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：This study clarified that：
(1) there is historical facts that an accountant audit has been requested by a company stakeholder 
(especially a shareholder and a manager), (2) (1) can be verified using economic theory (agent 
theory and game theory), (3) audit regulations have a history of being strengthened with each 
accounting fraud, and (4) auditor independence is essential whether it is a free or regulated 
market.
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
自由市場と規制市場にわけて分析した本研究には2つの学術的意義がある。第一に本研究では会計士監査に関す
る規制のない自由市場を想定することにより新古典派の経済理論から導出される会計士監査の意義を提唱すると
ともに、これらの理論仮説を史実に基づいて実証した。第二に規制市場における会計士監査に関する研究は法規
制や基準の解説が多い状況のなか、本研究では規制市場における会計士監査の意義と機能について分析した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
1. 研究開始当初の背景 

 
研究代表者は自由市場および規制市場における会計士監査の意義や機能の変遷に関する歴史

的事実と理論仮説を有機的に結びつける研究を行ってきた。 
会計士監査の意義と機能に関する研究の学術的背景を自由市場と規制市場にわけて述べると、

下記とおりである。 
 
（1）自由市場における会計士監査の意義と機能に関する研究の学術的背景 
法規制等で強制されなくても会計士監査を必要とする根拠を説明できる経済理論として、エ

ージェンシー理論がある。株式会社では所有者たる株主と実際に経営上の意思決定を行う経営
者とが異なる「所有と経営が分離」した状態にあることは、Berle & Means〔1932〕が指摘した
とおりである。「所有と経営が分離」するということは、株主（プリンシパル）と経営者（エー
ジェント）が「プリンシパル＝エージェント関係」にあることを意味する（Jensen & Meckling
〔1976〕）。プリンシパル＝エージェント関係においては、エージェントの機会主義的行動に起
因するエージェンシー・スラック（agency slack）が問題となるが、かかる問題を軽減もしくは
解消するためのシステムとして需要されるのが会計士監査なのである。すなわち、エージェン
シー理論を用いることにより、法規制等の有無に関係なく会計士監査が需要される理論仮説（意
義）を導き出すことが可能となるのである。この点に関して監査を経済サービスととらえて会
計士監査の役割について論じた先駆的研究として Wallace〔1986〕がある。また、プリンシパル
＝エージェント関係における会計士監査の意義に関しては、利害関係者を経済合理的なプレイ
ヤーを見なすことにより、ゲーム理論を用いて分析することも可能である。エージェンシー理
論やゲーム理論を用いて自由市場における会計士監査の意義について理論的に論究し、自由市
場における会計士監査の機能についての仮説を歴史的に検証したものとして、異島〔2000〕
〔2011〕がある。 
 
（2）「規制市場」における会計士監査の意義と機能に関する研究の学術的背景 
会計士監査を強制した法規制等が制定された当時の論文や議事録等を吟味することにより、

法規制で会計士監査を強制する意味や規制市場における会計士監査の意義や機能を明らかにす
ることができると考えられる。Wallace〔1986〕が自由市場と規制市場における会計士監査の経
済的役割について問題提起して久しいが、その研究の中心はあくまでも自由市場に関するもの
であり、規制市場に移行したことにより会計士監査固有の意義や機能が変容したのか、変容し
たとすればどのように変容したのかについては未だ解明されていない。異島〔2013〕〔2014〕は
規制市場における会計士監査の意義や機能を検討しており、上記論点を解明するための糸口と
なると考えられる。 
また、会計士監査が法規制等で強制されてから今日まで、会計士監査をめぐる種々の基準等

が改訂されている。これらの改訂が会計士監査の有効性（ひいては規制市場における会計士監
査の意義や機能）を高めるものであるか否かを検証することも忘れてはならない論点である。
会計士監査に関する基準等が改訂されるのは、大抵の場合、企業等による何等かの不祥事に対
処するためのものであることが多いこともあり、かかる論点について経済理論を用いて解明し
た先行研究はほとんどないが、異島〔2007〕は、ゲーム理論を用いて会計士監査の基準や規定
を改訂することに伴う会計士監査の意義や機能の変容について理論的に追及したものである。 
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2. 研究の目的 



 
 研究代表者は、これまで会計士監査の意義と機能に関する「歴史貫通的な理論」の構築を目
指して研究を重ねてきた。より具体的には、研究代表者の最終的な研究目的は、従来、点在し
ていた先行研究の成果を線でつなぐとともに、会計士監査固有の意義と機能についての歴史貫
通的な理論を追求することにより、会計士監査の有効性を高める法規制等の方向性を提示する
ことである。 
 
 
3. 研究の方法 
 
 研究の目的を達成するため、本研究では、（1）経済理論に基づく理論的研究、（2）文献・資
料を用いた歴史研究、および（3）（1）の理論的研究と（2）の歴史研究を有機的に結び付ける
実証的研究の 3 つの方法を用いた。 
 
 
4. 研究成果 
 
 研究初年度の平成 27 年度より、法規制等により会計士監査が強制されていない市場（自由市
場）と強制されている市場（規制市場）を区別し、それぞれの市場における会計士監査の意義
と機能について理論的かつ歴史的に検証した。より具体的には、本研究では、（1）法規制等で
強制されなくても企業の利害関係者（とくに株主と経営者）により会計士監査が要請されたと
いう歴史的事実があること、（2）（1）の会計士監査の要請と規制化のプロセスは新古典派経済
学の理論（エージェンシー理論およびゲーム理論）を用いて論証可能であること、（3）会計士
監査に関する規制は社会的に影響の大きい会計不正が発覚するたびに新設・改訂されるという
歴史を繰り返していること、および（4）自由市場もしくは規制市場のいずれの市場においても
会計士監査がその意義と機能を効果的に発揮するには監査人の独立性が必要不可欠であること
を明らかにした。これらの研究成果は、後掲の「5. 主な発表論文等」の雑誌論文①～④、学会
発表①～④、および図書①として公表している。 
また、平成 29 年度が最終年度の予定であったが、当初予定していなかったわが国の監査制度

の個別論点（内部統制監査）を追加検証したため、研究成果の一部の公表の時期が平成 30 年度
となった。なお、追加検証した論点の研究成果は、に掲げた平成 30 年度監査研究学会第 41 回
西日本部会の統一論題「内部統制監査制度の功罪―日本公認会計士協会近畿会監査問題特別委
員会提言集から―」（「5. 主な発表論文等」の学会発表⑤）において発表したうえで、学会誌（「5. 
主な発表論文等」雑誌論文⑤）に公表している。 
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